
令和５年度

医療保険事務講習会（医科）
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公益社団法人 東京都医師会

東京都福祉保健局

※ 配布資料と内容が一部異なります。



保険診療における留意点
～医療DXの奔流を目前として～
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東京都福祉保健局※ 指導監査部
指導第三課 清水 孔嗣

2023年6月

※7月から福祉保健局は、福祉局と保健医療局になります。



本日の内容

１ イントロダクション
２ 保険医療制度について
３ 保険医療機関及び保険医療養担当規則
４ 保険医療を取り巻く医療DXの急速な進展
５ 診療録（とくに電子カルテシステムの場合）
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［１］イントロダクション
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法（法律とか法令とか）って何？
世のなかで使われている「法令」という言葉の種類をみてみま
しょう。
たとえば、誰が決めたか？で分けてみると

• 「法律」 →国会（国民の代表）が決めたきまり
• 「政令」 →内閣（時の政府）が決めたきまり
• 「省令」・「規則」 →大臣・行政委員会が決めたきまり
• 「告示」 →役所からみんなに向けたお知らせ（きまり）
• 「通知」 →役所から関係者に向けたお知らせ（きまり）

• 「条例」 →自治体議会（住民の代表）が決めたきまり
• 「規則」 →地方自治体の長が決めたきまり



コンプライアンスって何？

「コンプライアンス」という言葉
Comply→応じる・従う 名詞形→Compliance

その意義は何か？
（遵守するのは「法令」だけか？）
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法令の遵守＝コンプライアンス



コンプライアンス（法令遵守）って何？

形式的・外形的に「遵守する」という意識にとどまらず、
「法が実現しようとしている意思は何か？」という視点が重要

•患者への責任→患者の保護（安全・人権）
•医療機関としての社会的責任→公平・公正
•医療従事者としての責任および自身の保護
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こういった視点から「法令」を見ていく必
要が求められているのではないか



医療に関連する法令はたくさんある -1-

• 医療機関・医療提供体制に関する法律
→医療法

• 医療従事者に関する法律
→医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、薬剤師法、診療放射線
技師法、歯科衛生士法、歯科技工士法 ほか

• 公衆衛生・保健衛生に関する法律
→感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律 母体保護法 ほか

• 薬事等に関する法律
→医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、
麻薬及び向精神薬取締法 毒物及び劇物取締法 ほか
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医療に関連する法令はたくさんある -2-
• 保険診療に関する法律

→健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律
ほか

• 労働に関する法律
→労働者災害補償保険法、労働基準法、労働安全衛生法、労働者派遣
事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 ほか

• 社会福祉に関する法律
→生活保護法、児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律、介護保険法 ほか

• その他の関連法規
→がん登録等の推進に関する法律、難病の患者に対する医療等に関す
る法律、肝炎対策基本法、自動車損害賠償保障法、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律、個人情報の保護に関する法律、死体解剖保存法、
臓器の移植に関する法律、墓地、埋葬等に関する法律 etc
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［ ２ ］保険医療制度について
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わが国の「保険医療制度」の特徴
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国民皆保険制度 … すべての国民（住民）が、何らか
の公的医療保険に加入している。

現物給付制度 … 医療行為（現物）が直接「被保険
者」へ保険給付される。（その費
用は保険者から医療機関へ事後に
支払われる。）

フリーアクセス … 患者自らの意思により、自由に医
療機関を選ぶことができる。
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保健：health

保険：insurance

「ほけん」という言葉は似ていますが、
「保険」は医療提供体制を支える「制度」

≠



「保険」としての療養の給付の流れ
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⇦その一角を担う、保険医療機関について法は何
と書いているのか、簡単に見てみましょう。



保険医療機関

• 保険医療機関の指定

• 病院もしくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。

（健康保険法第６５条）

• 保険医療機関の責務

• 厚生労働省令※で定めるところにより、療養の給付を

担当しなければならない 。（健康保険法第７０条）

• 療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が

定めるところにより、算定するものとする。

（健康保険法第７６条2項）

※「保険医療機関及び保険医療養担当規則」

14



保険医

• 保険医の登録

– 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若
しくは歯科医師・・・は、厚生労働大臣の登録を受けた
医師若しくは歯科医師（以下「保険医」と総称する。）

・ ・でなければならない。（健康保険法第６４条）

• 保険医の責務

– 診療に従事する保険医は、厚生労働省令※で定めるとこ
ろにより、健康保険の診療・・・に当たらなければなら
ない 。（健康保険法第７２条）

※「保険医療機関及び保険医療養担当規則」
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［ 3 ］保険医療機関及び保険医療養担当規則

いわゆる「療担規則」
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「保険医療機関及び保険医療養担当規則」とは
通称『療担規則』（厚生労働大臣の定める省令）

第１章 保険医療機関の療養担当 １条から１１条の3まで

療養の給付の担当範囲、担当方針 等
第２章 保険医の診療方針等 １２条から２３条の２まで

診療の一般的・具体的方針、診療録の記載 等
第３章 雑則

法文の読み替え規定等（通常は省略される）



第１章 保険医療機関の療養担当
１条から１１条の3までの見出し項目（抜粋）
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○療養の給付の担当の範囲 ⇒診察、薬剤・材料、処置手術
居宅療養管理、入院・看護

○療養の給付の担当方針 ⇒療養上妥当適切に対応
〇診療に関する照会 ⇒他機関からの照会に適切に対応
○適正な手続きの確保 ⇒申請、届出、費用請求を適正に実施
○健康保険事業の健全な運営の確保
○経済上の利益の提供による誘引の禁止
○特定の保険薬局への誘導の禁止
○掲示 ⇒別に大臣が定める事項を掲示
○受給資格の確認
○要介護被保険者等の確認
○一部負担金等の受領
○領収証等の交付 ⇒領収書・明細書を交付
○診療録の記載及び整備 ⇒給付の担当に必要な事項を記載
○帳簿等の保存 ⇒診療録にあっては完結の日から５年



第２章 保険医の診療方針等
１２条から２３条の２までの見出し項目（抜粋）

19

○診療の一般的方針 ⇒的確な診断、診療を妥当適切に実施
○療養及び指導の基本準則 ⇒懇切丁寧
〇指導 ⇒医学の立場を堅持し適切な指導を実施
○転医及び対診 ⇒転医対診につき適切な措置
○診療に対する照会 ⇒他の機関、保険医からの照会に適切に対応
○特殊療法等の禁止
○使用医薬品及び歯科材料 ⇒大臣の定める医薬品以外の禁止
○健康保険事業の健全な運営の確保
○特定の保険薬局への誘導の禁止
○診療の具体的方針 ⇒診察、投薬、処方箋交付、注射、

手術・処置、リハ、居宅療養 ほか
○診療録の記載 ⇒遅滞なく様式一号に必要事項を記載
○処方箋の交付 ⇒保険薬剤師からの疑義照会に適切に対応
○適正な費用の請求の確保



［ ４ ］保険医療を取り巻く
医療DXの急速な進展

20



21



医療DX（DigitalTransformation）
へのシフト転換（で、現場の労力をへらそう）

●2022年6月「経済財政諮問会議」
⇒「医療DX推進本部」を設置
・PHR（パーソナルヘルスレコード）の推進
・全国医療情報共通基盤創設、電子カルテ情報の標
準化等 ※電子レセプト請求（現在保険医療機関の96％）
⇒オンライン資格確認の義務化
⇒電子処方箋、医療３文書６情報の標準化、訪
看・あはき電子化 ・・・
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Digital
デジタル
による
Trans-formation
形態変更・転換
※単なるデジタル化（Digitalize）
にとどまらない
生活・社会のかたちの変化

DX？



医療DX（DigitalTransformation）の急速な進展
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●2022年12月「全世代型社会保障構築会議報告書」
Ⅲ章 ３．医療・介護制度の改革
④医療・介護分野等におけるDXの推進
・医療DXの実装化-

特に、医療DXについては、以下の３点について検討を進めているところであり、
早急に実装化すべきである。

✔ オンライン資格確認等システムのネットワークを拡充し、レセプト・特定健診等情
報に加えて、予防接種、電子処方箋情報、自治体検診情報、電子カルテ等の医療・介護
全般にわたる情報について共有・交換できる全国的なプラットフォーム（全国医療情報
プラットフォーム）を創設すること
✔ 医療情報の共有や交換を行うにあたり、その形式等を統一すること（電子カルテ情
報の標準化）、その他、電子カルテデータについて、治療最適化やAI等を用いた新しい
医療技術の開発、創薬のために有効活用すること
✔ 医療保険制度全体の運営コスト削減につなげるため、デジタル人材の有効活用や
システム費用の低減等の観点から、デジタル技術を利活用して、診療報酬やその改定に
関する作業を大幅に効率化すること
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薬
局

をベースに一部加工

電子処方箋
管理サービス



入院基本料等加算 Ａ207 診療録管理体制加算（施設基準2022年4月改正）
標準規格（HL7 FHIR）の導入に係る取り組み状況等について報告（7月報告様式17の２）
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［ ５ ］診療録（とくに電子カル
テシステムの場合）について
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診療録の法的根拠
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医師法
第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載し
なければならない。
２ 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは
、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師にお
いて、五年間これを保存しなければならない。

第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第三項、第十八条、第二十条から二十二条まで又は第二十四条の規定に違反
した者

健康保険法に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」の
ほか、医師法、歯科医師法において、本文中に直接規定されてお
り、かつ、同法中に罰則の規定も定められている大変重要な義務
であることに留意
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診療録（電子カルテ）の留意点①

■厚生労働省のガイドライン（医療情報システムの安全管理に関す
るガイドライン第5.2版(R4年3月)→6.0版(R5年5月)※）に沿って、運用しな
くてはならない。

■電子カルテの導入に際しては、電子保存の３原則を満たす運用方法を確認し要
件に適合するように運用を実施する。（e-文書法、省令44号第4条）
●真正性の確保
修正等の履歴が逐一追えることなどで、改ざんを防止し、かつ、

作成の責任主体が明らかであること
●見読性の確保
記録が整然とモニタ等に表示され、及び書面に出力できること

●保存性の確保
バックアップシステムなど情報が復元可能な状態で必要な期間安

全に保存できること

※医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版（令和5年5月）を検索
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診療録（電子カルテ）の留意点②

・アクセスIDは、使用者ごとに付与する。
・ログイン認証は「情報システムガイドライン」に準拠して設
定する（パスワードonlyから多要素認証へ）。

■ ID・パスワード等の適切な管理

■ 管理者の選任と自院の「運用管理規程」の作成

■ スタッフに対する定期的な情報管理の安全研修
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診療録（電子カルテ）の留意点③

●オンライン回線（VPN）の安全性は非常に重要
⇒接続回線についてしっかり相談できるか

●本体ソフトウェアのみならず、接続系周辺アプリや
ファームウェアのバージョンアップ、データバックア
ップシステムについても留意
●厚労省ガイドラインや、医療DXの動向について、
ベンダーの担当者が熟知しているか

システム導入に際して、ネットワーク化を前提として
信頼できるベンダー（電子情報機器等納入者）を選ぶ
ことは重要



33

本日のまとめ

●コンプライアンスは患者も護るし、自身も護る

●医療DXの奔流は始まっている

●超高齢社会・現役減少社会に対応する必要

●診療録作成は医師として、保管は医療機関として重
大な責務



できることは、始めよう。
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ご清聴ありがとうございました。
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